
 

 

火災警報機設置義務化か？ 
総務省消防庁の発表によると、一戸建てや小規模マンションなど全てに

火災警報機の設置義務化の方針を決定しました。 

たばこ失火などが年々増加し、全体に占める住宅火災の６割を超える状

況に鑑み、高齢化で今後も被害が拡大する可能性が大きいため、対策を

徹底するため、通常国会で消防法を改正し、本年度中にも施行したい考

えです。 

 現行では、延べ床面積５００㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備

の設置義務があるが、５００㎡未満の住宅は対象外のため若葉台団地に

は設置義務が課せられていませんが、法改正後は、住宅の規模に係らず、

全ての新築住宅に設置義務が生じます。 

今の所、既存住宅については、設置に関する猶予期間が認められる模様

ですが、猶予期間経過後は設置義務が課せられますので、営繕計画や資

金計画に反映できるように、事前の準備が必要となってきます。 
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消防防災分野における現下の諸課題への対応方に関する答申 平成１５年１２月２４日 

【現状と課題】 

(１).住宅火災の状況 

 放火自殺者等を除く住宅火災による死者数は、近年、増加傾向で推移し、建物火災に

よる死者数の８～９割程度を占めており、その死に至った理由の多くが避難の遅れ(約

87％(不明・調査中を除いた場合))である。 

 特に、平成 14 年中の同死者数は、992 人(対前年比＋69 人、7.5％増、昭和 61 年(同

死者数 1,016 人)以降としては最悪)、平成 15 年上半期(１月～６月)の同死者数は、概

数で 646 人(前年同期比＋57 人、9.7％増)と急増している状況にあり、今後、高齢化の

進展とともに、さらに同死者数が増加するおそれがある。  

また、近年の主な建物用途別にみた火災 100 件当たりの死者数は、住宅においては、

多数の者が利用する物販店舗、旅館・ホテル、病院などと比べても５倍程度で最多とな

っている。  

住宅防火対策については、これまで広報・普及啓発活動等を中心に取り組んできたとこ

ろであるが、住宅火災による死者発生の状況等を踏まえ、新たな方策が必要となってい

る。  

(２).法制度化の現状と課題 

 日本では、消防法で一定規模の共同住宅等について消防用設備等の設置の法制度化が

図られている一方で、戸建住宅はその対象とされていないが、住宅については、消防法

令の改正による規制強化が進められた特定用途の防火対象物と比べて出火件数当たりの

死者数が著しく高いなど火災による死者の発生危険が他の用途に比べて高く、さらに隣

家等への延焼危険性も大きいことから、住宅防火対策は単に個人の問題ではなく、市民

社会における個人の責任を全うするためにも、居住者本人、家族、さらには地域社会へ

の配慮を踏まえた対応が必要となっている。  

また、個人の命を守る観点から道路交通法においてシートベルト装着の義務付けが行

われており、最近では、個人の健康を守る観点からシックハウス対策として建築基準法

において個人住宅も含めた建築物の居室に換気設備の設置が義務付けられるなど、個人

の自己責任と言われていた分野にも社会全体の安全確保の観点からの法制度化が図られ

て いる。  

さらに、戸建住宅への住宅用火災警報器等(住宅用火災警報器又は自動火災報知設備を

いう。以下同じ。)の設置義務化については、「消防・救急に関する世論調査(平成 15 年

内閣府)」によると、「賛成」「どちらかといえば賛成」を合わせて約 67％となってお

り、国民意識の高さがうかがえる。 

一方、米国では大半の州の州法で、英国では建造物法に基づく建造物規則において、

それぞれ住宅用火災警報器等の設置に係る法制度化が実施され、死者発生の大幅な減少

が図られている。 

(３).市場機能の状況 

 住宅火災保険は、日本では、住宅用火災警報器等の設置による割引は一般的には行わ

れていないが、米英では行われている。 現状の主な住宅用防災機器等(住宅用火災警報

器等、住宅用消火器、住宅用スプリンクラー等をいう。以下同じ。)の価格は機器の種類・

性能によって異なるが、一般消費者にとって負担感もあり、米国及び英国と比べても割

高と言われている。  

また、住民にとって住宅用防災機器等の存在、その効果等の周知が図られていないと

ともに、住宅用防災機器等の入手方法が分かりづらいという状況である。 

【対応の考え方】 

(１).法制度化のあり方  

  1)法制度化の必要性 

 個人が私生活を営む場である住宅の防火責任は、当該個人が負うべきものではあるが、

住宅防火に係る社会的な影響の大きさ、社会情勢の変化を踏まえ、従来個人の自助努力

を中心に考えられてきた住宅防火対策について見直し、法制度化の導入を図ることが必

要である。  

  2)対象とする住宅       

(ア ).戸建住宅、共同住宅等の形態にかかわらず、住宅火災による死者発生のおそれは

同様に存することから、消防法令により自動火災報知設備が義務付けられていな

い戸建住宅及び延べ面積が 500 ㎡未満の共同住宅等の住宅について、法制度化を

図る必要がある。  

(イ ).新築住宅については、新築の際に住宅用防災機器等の取付けを行うことができる

ことから住民の負担感が比較的少ないと考えられ、かつ、消防同意等により設置

の実効性を担保する方策も考えられることから、義務化を比較的円滑に図ること

ができると考えられる。  

  (ウ ).既存住宅については、新規に費用が発生すること、普及率が低いこと等の課題も

あるが、高齢者の多くが地域の既存住宅に居住していること、死者低減の緊急性

等を勘案すると、地域住民の理解を得ながら義務化を図ることが適当である。   

  3)対象とする機器 

 当面、住宅火災による死者発生の抑制について効果が顕著であり、米英においても制

度化されている住宅用火災警報器等とすることが適当である。  

なお、住宅用消火器、住宅用スプリンクラーその他の住宅用防災機器等についても、

長期的には、引き続き検討を進める必要がある。  

  4)法制度化の手法 

 法制度化の手法としては、消防法による対応と条例による対応が考えられる。消防法

による対応は全国一律に制度化を図る方が適当な事項に用いられるものであり、条例に

よる対応は住民の日常生活に関係の深い事項や地域によって異なる対応を図った方が有

効な事項について用いられるものである。  

近年の住宅火災による死者発生の増加の状況、特に、最近急増している状況を踏まえ

ると、住宅防火対策を推進することは全国的に緊急性の高い課題であるため、住民に十

分な周知・徹底を図りつつ、住宅用火災警報器等の設置について、消防法に全国一律に

制度化を図る根拠を設けるとともに、既存住宅への適用時期等について一定の経過期間

を設けるなどの事項について条例に委ねることが必要である。 

 消防法による制度化に際し、住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準については、

それぞれの地域の住宅火災による死者の発生状況、住宅用火災警報器等の普及率、住宅

の構造、利用形態等の実情を勘案する必要性が高いため、全国的な標準を示すとともに、

詳細については条例に委ねることが必要であるとともに、極力、住民のニーズに容易に

対応できるようにするなどその普及促進に資するものとする必要がある。 

 さらに、市場機能の活用等による機器等の普及率の向上を図るなどにより違反の状態

が例外的なものになるよう努めることが必要である。  

(２).市場機能の活用 

   1)保険制度 

 住宅用火災警報器等をはじめとした住宅用防災機器等の設置が行われた場合、当該機

器等の性能を適切に評価した保険料の割引制度について、損害保険業界に積極的に働き

かけていくことが必要である。  

  2)その他の普及方策 

 消費者の負担低減のための方策として、米英のように廉価なものを供給できるように

するほか、設置工事が不要なもの等の技術開発を促進するとともに、適正な維持管理の

ため、販売方法について、リース方式等の販売方法の導入等についても関係業界に働き

かけることが必要である。 

 また、消防団、婦人防火クラブ等と連携した住宅用火災警報器等の設置、維持管理等

に係る啓発などの普及方策を積極的に推進するとともに、報道機関に対しても、住宅防

火対策の重要性や住宅用防災機器等の普及の必要性に係る啓発等について、これまで以

上に取り組んでいただくよう要請する等の働きかけを行うことが必要である。  
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